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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 電 源 部 か ら 負 荷 へ 電 力 を 供 給 す る 電 力 路 と 、 前 記 電 力 路 に 設 け ら れ る リ レ ー と 、 前 記 電  
力 路 に 設 け ら れ る 遮 断 部 と 、 を 備 え る 車 載 シ ス テ ム に 含 ま れ る 車 載 用 制 御 装 置 で あ っ て 、
　 前 記 遮 断 部 を 制 御 す る 制 御 部 を 備 え 、
　 前 記 遮 断 部 は 、 前 記 電 源 部 側 か ら 前 記 負 荷 側 へ 電 力 が 供 給 さ れ る こ と を 許 容 す る 許 容 状  
態 か ら 遮 断 す る 遮 断 状 態 に 切 り 替 わ る も の で あ り 、
　 前 記 制 御 部 は 、 前 記 リ レ ー を 流 れ る 電 流 値 が 閾 値 を 超 え た 場 合 に 、 前 記 閾 値 を 超 え て か  
ら の 経 過 時 間 と 前 記 閾 値 を 超 え た 後 の 前 記 電 流 値 と に 基 づ い て 前 記 遮 断 部 を 前 記 遮 断 状 態  
に 切 り 替 え 、
　 前 記 閾 値 は 、 前 記 リ レ ー が オ ン 状 態 か ら オ フ 状 態 に 切 り 替 わ る こ と が 可 能 な 最 大 電 流 で  
あ る 遮 断 可 能 最 大 電 流 よ り も 小 さ い 値 で あ る
　 車 載 用 制 御 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
　 電 源 部 か ら 負 荷 へ 電 力 を 供 給 す る 電 力 路 と 、 前 記 電 力 路 に 設 け ら れ る リ レ ー と 、 前 記 電  
力 路 に 設 け ら れ る 遮 断 部 と 、 を 備 え る 車 載 シ ス テ ム に 含 ま れ る 車 載 用 制 御 装 置 で あ っ て 、
　 前 記 遮 断 部 を 制 御 す る 制 御 部 を 備 え 、
　 前 記 遮 断 部 は 、 前 記 電 源 部 側 か ら 前 記 負 荷 側 へ 電 力 が 供 給 さ れ る こ と を 許 容 す る 許 容 状  
態 か ら 遮 断 す る 遮 断 状 態 に 切 り 替 わ る も の で あ り 、
　 前 記 制 御 部 は 、 前 記 リ レ ー を 流 れ る 電 流 値 が 閾 値 を 超 え た 場 合 に 、 前 記 閾 値 を 超 え て か  
ら の 経 過 時 間 と 前 記 閾 値 を 超 え た 後 の 前 記 電 流 値 と に 基 づ い て 前 記 遮 断 部 を 前 記 遮 断 状 態  
に 切 り 替 え 、
　 前 記 制 御 部 は 、 前 記 電 流 値 が 前 記 閾 値 を 超 え た 場 合 、 前 記 閾 値 を 超 え て か ら の 前 記 電 流  
値 の 時 間 積 分 値 が 、 前 記 経 過 時 間 に 対 応 す る 対 応 値 を 超 え た か 否 か を 判 定 し 、 前 記 対 応 値  
を 超 え た と 判 定 し た 場 合 に 前 記 遮 断 部 を 前 記 遮 断 状 態 に 切 り 替 え る
　 車 載 用 制 御 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
　 電 源 部 か ら 負 荷 へ 電 力 を 供 給 す る 電 力 路 と 、 前 記 電 力 路 に 設 け ら れ る リ レ ー と 、 前 記 電  
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力 路 に 設 け ら れ る 遮 断 部 と 、 を 備 え る 車 載 シ ス テ ム に 含 ま れ る 車 載 用 制 御 装 置 で あ っ て 、
　 前 記 遮 断 部 を 制 御 す る 制 御 部 を 備 え 、
　 前 記 遮 断 部 は 、 前 記 電 源 部 側 か ら 前 記 負 荷 側 へ 電 力 が 供 給 さ れ る こ と を 許 容 す る 許 容 状  
態 か ら 遮 断 す る 遮 断 状 態 に 切 り 替 わ る も の で あ り 、
　 前 記 制 御 部 は 、 前 記 リ レ ー を 流 れ る 電 流 値 が 閾 値 を 超 え た 場 合 に 、 前 記 閾 値 を 超 え て か  
ら の 経 過 時 間 と 前 記 閾 値 を 超 え た 後 の 前 記 電 流 値 と に 基 づ い て 前 記 遮 断 部 を 前 記 遮 断 状 態  
に 切 り 替 え 、
　 前 記 制 御 部 は 、 前 記 電 流 値 が 前 記 閾 値 を 超 え た 場 合 、 前 記 閾 値 を 超 え て か ら の 前 記 電 流  
値 の ２ 乗 の 時 間 積 分 値 が 、 前 記 経 過 時 間 に 対 応 す る 対 応 値 を 超 え た か 否 か を 判 定 し 、 前 記  
対 応 値 を 超 え た と 判 定 し た 場 合 に 前 記 遮 断 部 を 前 記 遮 断 状 態 に 切 り 替 え る
　 車 載 用 制 御 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
　 電 源 部 か ら 負 荷 へ 電 力 を 供 給 す る 電 力 路 と 、 前 記 電 力 路 に 設 け ら れ る リ レ ー と 、 前 記 電  
力 路 に 設 け ら れ る 遮 断 部 と 、 を 備 え る 車 載 シ ス テ ム に 含 ま れ る 車 載 用 制 御 装 置 で あ っ て 、
　 前 記 遮 断 部 を 制 御 す る 制 御 部 を 備 え 、
　 前 記 遮 断 部 は 、 前 記 電 源 部 側 か ら 前 記 負 荷 側 へ 電 力 が 供 給 さ れ る こ と を 許 容 す る 許 容 状  
態 か ら 遮 断 す る 遮 断 状 態 に 切 り 替 わ る も の で あ り 、
　 前 記 制 御 部 は 、 前 記 リ レ ー を 流 れ る 電 流 値 が 閾 値 を 超 え た 場 合 に 、 前 記 閾 値 を 超 え て か  
ら の 経 過 時 間 と 前 記 閾 値 を 超 え た 後 の 前 記 電 流 値 と に 基 づ い て 前 記 遮 断 部 を 前 記 遮 断 状 態  
に 切 り 替 え 、
　 前 記 閾 値 よ り も 大 き く 、 且 つ 前 記 リ レ ー が オ ン 状 態 を 維 持 で き る 最 大 電 流 で あ る 通 電 可  
能 最 大 電 流 よ り も 小 さ い 遮 断 上 限 値 が 予 め 設 定 さ れ て お り 、
　 前 記 制 御 部 は 、 前 記 電 流 値 が 前 記 遮 断 上 限 値 を 超 え た 場 合 、 前 記 経 過 時 間 に 関 わ ら ず 前  
記 遮 断 部 を 前 記 遮 断 状 態 に 切 り 替 え る
　 車 載 用 制 御 装 置 。
【 請 求 項 ５ 】
　 前 記 通 電 可 能 最 大 電 流 は 、 前 記 電 力 路 が 地 絡 し た 場 合 に 前 記 電 力 路 に 流 れ る 飽 和 電 流 よ  
り も 小 さ く 、
　 前 記 遮 断 上 限 値 は 、 前 記 電 流 値 が 前 記 遮 断 上 限 値 を 超 え た と 判 定 さ れ て か ら 前 記 遮 断 部  
が 前 記 遮 断 状 態 に 切 り 替 わ る ま で の タ イ ム ラ グ を 考 慮 し て 、 前 記 電 流 値 が 前 記 飽 和 電 流 に  
到 達 す る 前 に 前 記 遮 断 部 が 前 記 遮 断 状 態 に 切 り 替 わ る よ う に 設 定 さ れ て い る
　 請 求 項 ４ に 記 載 の 車 載 用 制 御 装 置 。
【 請 求 項 ６ 】
　 前 記 遮 断 上 限 値 は 、 前 記 電 流 値 が 前 記 遮 断 上 限 値 を 超 え た と 判 定 さ れ て か ら 前 記 遮 断 部  
が 前 記 遮 断 状 態 に 切 り 替 わ る ま で の タ イ ム ラ グ を 考 慮 し て 、 前 記 電 流 値 が 前 記 通 電 可 能 最  
大 電 流 に 到 達 す る 前 に 前 記 遮 断 部 が 前 記 遮 断 状 態 に 切 り 替 わ る よ う に 設 定 さ れ て い る
　 請 求 項 ４ に 記 載 の 車 載 用 制 御 装 置 。
【 請 求 項 ７ 】
　 電 源 部 か ら 負 荷 へ 電 力 を 供 給 す る 電 力 路 と 、 前 記 電 力 路 に 設 け ら れ る リ レ ー と 、 前 記 電  
力 路 に 設 け ら れ る 遮 断 部 と 、 を 備 え る 車 載 シ ス テ ム に 含 ま れ る 車 載 用 制 御 装 置 で あ っ て 、
　 前 記 遮 断 部 を 制 御 す る 制 御 部 を 備 え 、
　 前 記 遮 断 部 は 、 前 記 電 源 部 側 か ら 前 記 負 荷 側 へ 電 力 が 供 給 さ れ る こ と を 許 容 す る 許 容 状  
態 か ら 遮 断 す る 遮 断 状 態 に 切 り 替 わ る も の で あ り 、
　 前 記 制 御 部 は 、 前 記 リ レ ー を 流 れ る 電 流 値 が 閾 値 を 超 え た 場 合 に 、 前 記 閾 値 を 超 え て か  
ら の 経 過 時 間 と 前 記 閾 値 を 超 え た 後 の 前 記 電 流 値 と に 基 づ い て 前 記 遮 断 部 を 前 記 遮 断 状 態  
に 切 り 替 え 、
　 前 記 リ レ ー は 、 前 記 制 御 部 と は 異 な る 第 ２ 制 御 部 に 制 御 さ れ 、
　 前 記 制 御 部 は 、 前 記 電 流 値 が 前 記 閾 値 を 超 え た 状 態 で 、 前 記 第 ２ 制 御 部 が 前 記 リ レ ー を  
オ フ 状 態 に 制 御 し た と 判 定 し た 場 合 に 、 前 記 経 過 時 間 に 関 わ ら ず 前 記 遮 断 部 を 前 記 遮 断 状  
態 に 切 り 替 え る
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　 車 載 用 制 御 装 置 。
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